
◆お問い合わせ先

〈引受保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
〈担当課〉関西営業第一部営業第二室
　　　　ライフデザイン部東京住宅産業室

〈取扱代理店〉
セキスイ保険サービス株式会社
〒530‐8565 大阪市北区西天満2‐4‐4（堂島関電ビル）
TEL.06‐6365‐4121
〒105‐0001 東京都港区虎ノ門1‐1‐21（新虎ノ門実業会館）
TEL.03‐5521‐0760
〒371‐0805 群馬県前橋市南町3‐36‐3（ユーク駅南ビル）
TEL.027‐212‐5464
https://www.sekisuihoken.co.jp/sho/

事故のご連絡・ご相談は　事故受付センター（東京海上日動安心110番）

インターネットでのご連絡はこちら
受付時間●24時間365日0120‐720‐110

受付時間●平日：午前9時～午後5時（年末年始を除きます。）

保険に関するお問い合わせは　東京海上日動火災保険株式会社

2022年7月作成22‐T01421

事故のご連絡・保険金請求の流れについて
セキスイハイム・セキスイファミエスまたは
保険会社（事故受付センター）へご連絡ください
【ご連絡内容】
①ご連絡いただいた方のお名前　②ご契約者様のお名前　③事故発生日　④事故内容（状況・原因等）
※保険会社での事故登録後、保険金請求書をご契約者住所へ送付します（お支払い可否・お支払い金額
　の詳細につきましては、保険会社での査定に基づき判断されます。査定の結果、お支払い対象外のご
　案内をさせていただく場合もございますのでご了承ください。）。

関西営業第一部営業第二室

TEL.06‐6203‐1520
ライフデザイン部東京住宅産業室

TEL.03‐5223‐3239

STEP1

写真・修理見積書（保険金請求の審査資料）をご入手ください
修理業者（セキスイファミエス等）へご連絡いただき、修理に必要な見積書の作成をご依頼ください。
あわせて損害箇所の写真をご用意ください。
※家財の損害については、ご契約者様にてメーカー等に見積りを手配していただく必要があります。

STEP2

保険会社による審査・判定
※次の場合、保険会社にて立会い鑑定を行います。
　●水災、地震　　●保険会社が必要と判断した場合

STEP4

保険金のお支払い
保険金のお支払いが決まりましたら、保険会社に保険金請求書をご提出ください。
※保険金請求書には、保険の対象の所有者（被保険者）全員のご署名・ご捺印が必要です。

STEP5

写真・修理見積書（保険金請求の審査資料）をご提出ください
「損害箇所の写真」「見積書」等の必要書類をご提出ください。
※事故・ご対応窓口の状況により、提出先や提出方法は異なります。
　①セキスイハイム・セキスイファミエスがお客様に代わり保険会社へ提出
　②お客様がご自身で保険会社へ提出

STEP3

「セキスイハイムオーナーズ保険」は東京海上日動火災保険株式会社
「トータルアシスト住まいの保険（住まいの保険および地震保険）」の
セキスイハイム用販売タイプのペットネームです。
本冊子は「トータルアシスト住まいの保険」のパンフレット兼重要事項説明書です。

大切な住まいや財産を
末永く守る「安心」をサポート

普通保険約款、特約およびサービスの利用規約の内容については、
東京海上日動のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/live/covenant）にてご参照いただけます。
お申込み前に約款（冊子）を希望される場合は、代理店または東京海上日動までお申出ください。
※保険期間が終了するまで、本冊子を「ご契約のしおり（約款）」と合わせて大切に保管してください。

2022年10月1日以降始期用

東京海上日動

「保険が使える」などと勧誘する業者とのトラブルが増加しています。すぐに
住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または東京海上日動へご
相談ください。トラブルがあった場合は、消費者ホットライン（188番）にご
相談ください。詳細は、日本損害保険協会ホームページをご参照ください。

住宅修理サービスなどの
トラブルにご注意ください！

ご注意



セキスイハイムオーナー様向けの住まいの保険・地震保険です。

一般の火災保険と比べて、保険料が割安＊1＊2です。

ご契約タイプを3タイプから１つお選びください。

「セキスイハイムオーナーズ保険」が
選ばれている理由 お申込みの際は、次の手順に沿ってご検討ください。

セキスイハイム、セキスイファミエスにご連絡をいただくことにより、その後の
補修や保険金のご請求はグループ内で連携をとり、対応させていただきます。
（保険金請求の流れについては、裏表紙をご覧ください。）

＊1適用には条件があります。＊2地震保険は除きます。

■□ワイドプラス　　■□ワイド　　■□スタンダード

万一、事故があった場合にはグループ一丸となって安心をお届けします。

セキスイハイムオーナー様専用の火災保険

セキスイハイムオーナー様

事故のご連絡

保険金
お支払い
＊5

●修理
●保険金請求の
　お手続き＊3＊4

セキスイ
保険サービス

STEP1

家財保険をお申込みの場合は保険金額をお決めください。STEP2

1

セキスイハイムグループの総合サポート2
100万円～9,900万円（100万円単位）でご希望の家財保険金額をご設定ください。

家財保険　　　　　　　　万円

地震保険をお申込みされるかご検討ください。STEP3

■□必要　　■□不要

オプションをお選びください。STEP4

■□特定設備水災補償特約（浸水条件なし）

■□個人賠償責任補償特約

■□弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）

■□類焼損害補償特約

■□建物管理賠償責任補償特約

■□家賃収入補償特約

■□家主費用補償特約　※家賃収入補償特約を契約した場合にセットできます。

■□個人賠償責任補償特約（包括契約用）

お客様ご自身で、
補修依頼から保険
金のご請求まで、
それぞれに連絡・
対応していただく
必要があります。

一般の火災保険

保険会社

代理店

修理メーカー

東京海上日動

＊3 セキスイ保険サービスまた
は東京海上日動より直接ご
案内することがあります。

＊4 個人で購入された家財の保
険金請求についてはご自身
でお手続きいただく必要が
ございます。

＊5 「保険金請求書」については
東京海上日動よりお客様へ
送付しますので、直接東京海
上日動へご提出ください。

ホームページ
からも確認
できます！

す。

賃貸住宅オーナー様専用のオプション

7～8ページ

5～6ページ

15～17ページ

11～14ページ

13～14ページ

セキスイハイム
・

セキスイ
ファミエス
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お住まいの復旧に必要な「思いもよらない費用」もお支払いします。
補償は「再取得価額」が基準ですので、ご安心ください。
「再取得価額」とは…支払限度額（保険金額）を限度として同等の新築建物等を再取得するために必要な金額です。
※建物の保険の対象には門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物を含みます。
※

よ う へ き

擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物は、屋外設備装置に含みません。

【全損時の保険金支払いに関する特約】

損害額が再取得価額の
80％以上

建物保険の支払限度額（保険金額）を
全額お支払い

全損時（建物の損害額が再取得価額の80%以上）には、建物の支払限度額（保険金額）を
お支払いします。
※保険金の額は、「再取得価額×当該保険金の支払割合の1.3倍」または「保険金額×当該保険金の支払割合」のいずれか低い額を限度
　とします。

過去に発生した保険金支払事例 東京海上日動において保険金の支払対象となった事故を例示したものです。
※ご契約タイプによって、お支払いの対象とならない場合やお支払い金額が異なる場合があります。

実際に、このような事例がありました。『建物』

隣家から出火し、自宅の壁・
サッシ･

ひさし

庇等が焦げた。

お支払保険金　約304万円

火災火
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害
リ
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落雷

雪災
大雪によりカーポートとテラスが
破損した。

お支払保険金　約129万円

落雷により太陽光パワーコンディショナー
と玄関インターフォンが故障した。

お支払保険金　約54万円

風災
平成30年の台風21号により
窓ガラスと屋根が破損した。

お支払保険金　約570万円

車両の衝突
賃貸住宅エントランスのゲート・
フェンス部分に自動車で当て逃げされ、破損した。

お支払保険金　約300万円

盗難
空き巣被害により窓ガラス・
窓枠を壊された。

お支払保険金　約8万円

水災

お支払保険金　約2,600万円

偶然な破損事故等
入浴中に浴槽から立ち上がる際に
ふらつき、手をついた内壁を破損させた。

お支払保険金　約11万円

偶然な破損事故等
模様替えの際、家具を引きずり
フローリングシートが捲れ下地が露出した。

お支払保険金　約10万円

水道管凍結修理費用保険金
凍結により水道管が破裂した。

お支払保険金　約5万円

令和2年の豪雨により
2階まで浸水した。

住まいの保険『建物』
火災や台風などの自然災害はもちろん、日常災害リスクも補償します！
ご契約は、「3タイプ」からお選びいただけます。

住まいの保険では火災リスクだけでなく、
自然災害リスクや水

ぬ

濡れ・盗難などの
家庭での日常災害リスクも補償されます。

水
ぬ

濡れ
台所の排水管より漏水し、システム
キッチンとフローリングが破損した。

お支払保険金　約183万円

水
ぬ

濡れ
2階の洗面所より水漏れし
階下へ水が浸水した。

お支払保険金　約130万円

水災

お支払保険金　約1,800万円

令和2年の豪雨により
床上10cm程度浸水した。

電気的・機械的事故
エコキュートが、経年劣化ではない
基盤の不具合により故障した。

お支払保険金　約60万円

費
用
保
険
金

お住まいの地域のリスクをご存知ですか？
是非、ご確認ください。

国土交通省ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/

〈一例〉大阪市北区付近

※3タイプの詳細は7～8ページをご覧ください。

近年、お客様に対して「保険金の使い道は自由」といって業者が勧誘し、偽装事故や経年劣化等の本来は保険金を受け取
れない損害に対しても保険金請求を促し、お客様に法外な手数料を請求する等のトラブルが発生しています。建物の保
険金支払いに修理・復旧を要件とする「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットすることで、業者が関与する偽装事
故等の不正な保険金請求が抑制され、業者とのトラブル防止につながります。なお、建物の修理について業者から勧誘さ
れた場合は、すぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店または東京海上日動へご相談ください。
※あらかじめ復旧することをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いし
ます（損傷状況や修理内容によっては対応できないことがあります。）。

住宅修理サービス業者とのトラブル防止につなげます。
（「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。）

トラブル事例の
詳細は、

日本損害保険協会
ホームページを
ご参照ください。
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建物の保険では家財は補償されません。
家財の損害については、別途家財の保険を
ご契約いただく必要があります。

〈家財の支払限度額（保険金額）の目安〉

『家財』

偶然な破損事故等
子供が椅子を誤って倒してしまい、
椅子の脚が折れた。

模様替えのためテレビを移動中、
誤って落としてしまい、破損した。

お支払保険金　約15万円

盗難

お支払保険金　30万円

水災
大雨による床上浸水により
家財一式に損害が生じた。

寝室の電気スタンドのコンセントがショートして
出火し、クローゼットの中の衣類が焼失した。

お支払保険金　約214万円

風災

お支払保険金　約11万円

過去に発生した保険金支払事例 東京海上日動において保険金の支払対象となった事故を例示したものです。
※ご契約タイプによって、お支払いの対象とならない場合やお支払い金額が異なる場合があります。

実際に、このような事例がありました。

お支払保険金　約163万円

外部からの物体の飛来
外部から飛んできたボールが窓から
入り、テレビに衝突し、破損した。

お支払保険金　約15万円

火災 落雷
落雷によりパソコン・テレビが
故障した。

台風で窓ガラスが破損し、吹き込んだ
風で電気スタンドが倒れて破損した。

泥棒に入られ現金89万円を盗まれた。

お支払保険金　約12万円

偶然な破損事故等

お支払保険金　約18万円

水
ぬ

濡れ
１階洗面所から水

ぬ

濡れが生じ、
家電の一部が破損した。

お支払保険金　約64万円

偶然な破損事故等
引越しの際に冷蔵庫を
倒してしまい破損した。

お支払保険金　約18万円

盗難
空き巣に玄関ドアをバールでこじあけられ
バッグ・時計・貴金属類を盗まれた。

お支払保険金　約133万円

下記の所有金額を参考にして、支払限度額（保険金額）を設定してください。

家財の値段（価値）は予想以上に高額です！
※持ち家にお住まいの方の一例です。再取得価額（同等のものを新たに購入するのに必要な金額）で算出したものです。

応接セット、サイドボード等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48万円
テレビ・DVDレコーダー等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25万円
ファンヒーター・空気清浄機等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25万円
パソコン＊1・プリンタ等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46万円
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29万円

居間 和室
和・洋ダンス（各1）、整理ダンス（×2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31万円
婦人和服 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102万円
紳士・婦人コート、スーツ、他衣類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・372万円
寝具（客用含む） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円
本棚・書籍 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17万円
化粧台・化粧品一式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120万円食器戸棚（×2） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円

冷蔵庫・オーブン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円
食器類・調理器具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46万円
食堂テーブル・イス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
洗濯機・ランドリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13万円
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32万円

台所、浴室

子供部屋
学習用具（机、本棚等2人分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13万円
寝具（2人分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円
衣類（2人分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72万円
おもちゃ一式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25万円
ファンヒーター・空気清浄機等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17万円
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30万円

住まいの保険『家財』
大切な家財もしっかり補償します！
思わぬリスクから家族の必需品を守ります。

水災
大雨によって地盤面から106cm
浸水し家財に損害が生じた。

お支払保険金　約320万円

落雷
落雷により電子レンジなど
複数の家財が故障した。

お支払保険金　約13万円

＊1 ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器は、「偶然な破損事故等」によって生じた損害については保険金をお支払いしません。
※家財とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
　①建物内（軒下を含みます。）に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産
　②敷地内に所在する動産である宅配ボックス
　③敷地内に所在する動産である宅配物
※家財の補償額は1口：100万円～99口：9,900万円まで口数で設定し、設定した支払限度額（保険金額）の範囲内で実際の損害額
（修理費）から免責金額（自己負担額）を差し引いてお支払いします。
※高額貴金属等（1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等）は1事故あたり合計100万円まで補償します。また追加の保険
料をいただくことで、支払限度額（保険金額）を500万円または1,000万円に増額することも可能です。

※併用住宅の場合、設備
じゅう

什器補償特約および商品製品補償特約をご契約いただくことで、設備・
じゅう

什器、商品・製品も補償することが可能
です。設備・

じゅう

什器、商品・製品は建物内（軒下を含みます。）に収容される業務用の設備、装置、
じゅう

什器や備品等の動産、および販売用の商
品・製品やその原料、材料等の動産をいいます。保険期間は商品・製品を含む場合は1年に限ります。

盗難

お支払保険金　6万円

玄関の軒下に置いていた
自転車が盗まれた。

33m²未満
580万円

～66m²未満
960万円

～99m²未満
1,210万円

～132m²未満
1,580万円

132m²以上
1,930万円

面　積
家財の所有金額の目安

持ち家

ホームページ
からも確認
できます！

※通貨等の盗難事故の場合、支払限度額は30万円。
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45cm

損害保険金以外にも、様々な費用をお支払いします。
※C～Eの費用の合計額は損害保険金の額を上限とし、損害保険金に加え費用保険金としてお支払いします　（損害保険金をお支払いする場合に限りお支払いします。）。

建物付属
機械設備等
電気的・機械的
事故

左記以外の
偶然な
破損事故等

労働争議等に
伴う暴力・破壊
行為等

車両の衝突また
は建物の外部か
らの物体の落下・
飛来・衝突等

盗難水災
※詳しくは下図を
　ご参照ください。　

落雷火災、
破裂・爆発

火災リスク

費用保険金特約

自然災害リスク 日常災害リスク

ワイドプラスタイプ

スタンダードタイプ

風災、
ひ ょ う

雹災、
雪災＊3

臨時費用補償
特約

臨時費用補償特約とは…

修理付帯費用
保険金

水災初期費用
保険金

損害拡大防止
費用保険金

請求権の保全・
行使手続費用
保険金

失火見舞費用
保険金

水道管凍結修理
費用保険金

地震火災費用
保険金

建物

家財

建物
家財

建物
家財

全タイプ標準セット 思わぬ出費もカバーされるので安心！

家財の盗難事故の場合、保
険証券記載の建物内に収容
される通貨等は30万円、預
貯金証書は500万円が1事
故あたりの支払限度額（保
険金額）となります。
※家財を保険の対象に含む
場合のみ補償します。

『水災補償』のご説明 【地盤面】
地盤面とは、建物が
周囲の地面と接す
る位置をいいます。
ただし、床面が地盤
面より下にある場
合は、その床面をい
います。

【床】
畳敷または板張な
どのものをいい、
土間、たたきの類
を除きます。

【床上浸水】
居住の用に供する
部分の床を超える
浸水をいいます。

家財は補償しません

45cm

以下のいずれかの浸水条件に
該当する場合、補償します。
①床上浸水のとき
②地盤面から45cmを超える
　浸水のとき
③損害割合が30％以上のとき ＊1 修理費には、修理と密接に関わる以下の費用を含みます。

①残存物取片づけ費用…修理に際し、損害が生じた保険の対象の残存物の取片づ
けに必要な費用

②仮修理費用…災害によって屋根や窓、ドア等が破損し、本修理を行うまでの間、
早急に修理する必要がある場合の仮修理費用

③損害範囲確定費用…修理に際し、損害の範囲を確定するために必要な調査費用
上記①～③の費用を含めた損害保険金の額が支払限度額（保険金額）を超えた場
合でも、「支払限度額（保険金額）×2倍（左記費用リスクのC～Eの費用保険金も含
む）」まで補償します。ただし、損害保険金から上記①～③の費用を除いた金額は、支

払限度額（保険金額）が限度となります。
＊2 ただし、3・5～8については、始期日時点
の建物の築年数が30年以上（建築年月が
不明の場合を含みます。）の場合は、免責
金額（自己負担額）は5万円となります。

＊3 「融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水ま
たは除雪作業による事故」を除きます。

＊4 給排水設備に生じた事故による水
ぬ

濡れ、ま
たは被保険者以外の者が占有する戸室で
生じた事故による水

ぬ

濡れをいいます（ただ
し、給排水設備自体に生じた損害を除きま
す。）。

給排水設備に
生じた事故等に
よる水

ぬ

濡れ＊4

※水災とは、台風・暴風雨・豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の災害をいいます。

ワイドタイプ
建物
家財

地盤面より
45cm

地盤面 基礎

建物・家財にかかわるリスクと、復旧に必要な修理費用もしっかり補償します。

3タイプの『セキスイハイムオーナーズ 保険』
実際にかかった損害額（修理費＊1）を基準に損害保険金をお支払いします！ ※損害保険金のお支払いの対象外となる場合があります。詳しくは9～10・23ページをご参照ください。

1～8・・・免責金額（自己負担額）なし＊2
9・10・・・・免責金額（自己負担額）5万円

※1～8の補償は必ず
　セットされます。

〈家財の破損について〉
1事故あたりの支払限度額（保険金額）は50万円となり
ます。
※家財を保険の対象に含む場合のみ補償します。
※実際の保険金支払事例は、6ページをご参照ください。

※詳しくは9～10
ページをご参照
ください。

ご契約タイプは、
以下の3タイプから
お選びいただけます。

事故＊5によって損害保険金が支払われる
場合に必要となる様々な臨時費用として、
損害保険金の10％をお支払いします。1事
故あたり保険の対象（建物や家財等）ごとに
支払限度額（保険金額）の10％または100
万円のいずれか低い額を限度とします。
＊5 家財等の動産の場合は「通貨等の盗

難」および「破損等」による事故を除き
ます。

※費用保険金の概要については、18ペー
ジをご参照ください。

ホームページ
からも確認
できます！
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『建物付属機械設備等電気的・機械　的事故補償特約』のご説明日常災害リスク ワイドプラスタイプ標準セット10建物

建物に付属した機械設備（空調設備、電気設備、給排水・衛生・消火装置等）に生じた偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械
的事故による損害を補償します。建物を保険の対象に含む場合にセットできます。

建物に付属した機械設備には思いがけない事故が起こる場合があります！

エコキュートの内部部品が損傷して、
お湯が出なくなった。

エコキュートのお湯が出ない
温水洗浄便座が故障し、
水が出なくなった。

温水洗浄便座の水が出ない

左記「対象範囲」記載の建物付属機械設備等に電気的・機械的
事故による損害が生じた場合、損害保険金をお支払いします。

「不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用
や機械の稼動に伴って発生した事故」となります。機械の設備
や内在する原因により、電気的、機械的な作用で損害が発生し
た事故が「電気的・機械的事故」となります。

電気的事故
短絡、過電流、過電圧、空気中の電気の作用、その他の電気的現
象により溶解溶断、炭化、噴煙、変色、焦損等の損害が発生した
事故。

機械的事故
様々な機械的作用に伴って損害が生じたもので、電気の作用
以外による事故。

●保険の対象のメーカーや販売店等が被保険者（補償を受けら
れる方）に対し法律上または契約上の責任＊3を負うべき損害
●自然の消耗または劣化＊4によって生じた損害
●ねずみ食いまたは虫食い等によって生じた損害
●保険の対象に対する加工＊5、解体、据付、組立、修理、清掃、
点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の
拙劣によって生じた損害

●不当な修理や改造によって生じた事故によって生じた損害
●消耗部品（乾電池、充電電池、電球、替刃、針等）および付属部
品の交換によって生じた損害 等

＊3 メーカー保証や販売店等の延長保証がある場合、その保
証制度に基づくメーカーや販売店等の責任を含みます。

＊4 保険の対象である機械・設備または装置の日常の使用ま
たは運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。

＊5 加工には、増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。

支払限度額（保険金額）を上限とします＊1。

損害額（修理費）―5万円（免責金額（自己負担額））　です。

保険金をお支払いする主な損害

お支払いする損害保険金は

本特約とメーカー保証は重複して支払われません

保険金をお支払いできない主な損害

保険始期

メーカー保証

メーカー保証 販売店の延長保証

メーカー保証 メーカー保証

メーカー保証

設備A

設備B

設備C

設備D

本特約にて補償

本特約にて補償

本特約にて補償

本特約にて補償

本特約にて補償

追加＊6

交換

保険満期

建物付属機械設備のトラブルは身近に起こります！
「ワイドプラスタイプ」なら建物付属機械設備の電気的・機械的事故の損害も補償します！

●家財＊2、設備、
じゅう

什器等＊2、商品・製品等
●電球類
●切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型その他の
型類 等

＊2 エアコンや照明設備等の建物に固着、定着している機械
設備等は、建物として取扱いますので、本特約の対象とな
ります。

※持ち運びができるもの、建物に固着、定着していないものは
補償の対象外です。

＊1 「残存物取片づけ費用」「損害範囲確定費用」「仮修理費用」を含めた損害保険金の額が支払限度額を超える場合は、「修理付帯費用保険金」
「損害拡大防止費用保険金」「請求権の保全・行使手続費用保険金」と合わせて、支払限度額の2倍を限度にお支払いします。ただし、上記の
費用と費用保険金を除いた額は、支払限度額を限度とします。

建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約の対象範囲
建物に付属し、建物の機能を維持する以下のような住宅設備機器類等が対象となります。

＊6 設備を追加される際には保険金額の増額が必要な場合があります。

故障の原因は、自然の消耗または劣化ではない 故障の原因は、自然の消耗または劣化である

保険金をお支払いできる
場合があります。

保険金をお支払いすることが
できません。

お支払保険金　約60万円

制御盤の不具合のため、太陽光発電に異常が発生。
修理できない場所のため本体一式交換。 

実際の事故事例

お支払いの対象外

ガス漏れを起こし、空調機器が停止。経年劣化によるつなぎ
目からのガス漏れであったためお支払いの対象外と判断。

実際に対象外とされた事故事例

補償の対象とならない主なもの

太陽光発電システム

アンテナ設備

エアコン

電動シャッター エアコン室外機

インターフォン

ホームエレベーター

トイレ（温水洗浄便座）

IHクッキングヒーター（ビルトインタイプ）

オーブンレンジ（ビルトインタイプ）

食器洗浄機（ビルトインタイプ）

快適エアリー／空気工房／ウォームファクトリー

照明設備

空調設備（ビルトインタイプ）

火災報知設備

盗難防止装置・警報装置等

分電盤

浴室乾燥機

エコキュート

蓄電システム
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補償を受けられる方（被保険者本人やそのご家族＊2等）が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してし
まったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物（受託品）＊3を日本国内外
で壊したり盗まれてしまったときの法律上の損害賠償責任を補償します。
国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

2021年の自転車乗用中の交通事故は69,694件、およそ7分30秒に1件の割
合で発生しています。また、自転車乗用中の死傷者数は68,114人と、交通事故
の死傷者数に占める割合の18.7％にも上っています。このような背景を踏ま
え、自転車利用者に対して保険加入義務・努力義務を課す自治体が全国で増加
しています。

賠償責任リスクさらに、オプション（追加の補償）もご用意!
思いがけないリスクに備えて、安心のうえに安心を。 個人賠償責任補償特約※お支払いする保険金の概要につきましては19・20ページをご覧ください。

空調設備や発電・蓄電設備等を指します。セキスイハイムにはこれらの機器類が床下に
収納されている場合がありますが、住まいの保険の水災補償では、床下浸水（地盤面から
45cmを超えない浸水の場合）のみの損害は保険金お支払対象となりません。

台風、暴風雨などによる洪水や土砂崩れ等によって特定の機械設備に生じた損害に対して、住まいの保険（主契約）の水災補償の浸水条件（7ペー
ジ：「水災補償のご説明」参照）にかかわらず、保険金をお支払いします（主契約の水災による損害保険金をお支払いする場合を除きます。）。

水災リスク

本特約をセットすることで、床下の空調設備（快適エアリーやウォー
ムファクトリー）、充電・発電・蓄電設備や給湯設備（エコキュート等）
が浸水した場合も補償対象となります。

特定設備水災補償特約（浸水条件なし）

＊2 被保険者本人の配偶者、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子（未婚の子とは、これまでに一度も法律上の
婚姻歴がない子をいいます。）をいいます。

＊3 携帯電話、ノート型パソコン、タブレット、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は受託品に含みませ
ん。詳細は「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。

＊4 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質
を備える状態にある方を含みます（以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。

 ※婚約とは異なります。
 ①婚姻意思＊5を有すること　②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
＊5 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

特定の
機械設備
とは

建物を保険の対象に含む場合にセットできます（家財単独の契約にはセットできません。）。

セキスイハイムでは、床下や屋外に特定の機械設備が設置されている場
合があります。近年豪雨等の水害の増加により、エコキュートや室外機
等が浸水し高額な費用が必要となる事例が発生しております。本特約を
付帯することで、そのような損害に備えることができます。
※支払限度額（保険金額）は、50万円、100万円、150万円、300万円、
500万円からお選びいただけます。実際に設置している設備の購入
金額に合わせてお選びください。

セキスイハイムオーナー様におすすめする理由

自転車事故を取り巻く環境

自転車損害賠償責任保険等の加入義務

その他 0.2%
歩行中 10.4%

原付乗車中 4.7%

自動二輪車乗車中
6.4%

自転車乗車中
18.7%
（68,114人）

自動車乗車中 59.6%

出典：警察庁統計表2021年 出典：国土交通省（2022年4月1日現在）

本特約の保険の対象となる特定の機械設備とは、ご契約の建物に付加したもしくは敷地内の土地
に固着、固定された、空調・冷暖房設備、充電・発電・蓄電設備、給湯設備、昇降設備、およびこれらに
付属する配線・配管・ダクト設備をいいます。

本特約の保険の対象

家財、設備・
じゅう

什器、商品・製品等は、本特約の保険の対象に含まれません。本特約に基づき特定設備水災補償保険金をお支払いする場合、臨時費
用保険金、水災初期費用保険金、修理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。

ご注意点

補償内容

被保険者（補償を受けられる方）の範囲 保険金額（支払限度額）等
①被保険者本人　　②①の配偶者＊4　　③①または②の同居の親族
④①または②の別居の未婚の子
⑤①が未成年者または責任無能力者である場合は、①の親権者、その他の法定の監督義務者
および監督義務者に代わって①を監督する方

⑥②から④のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他
の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方

以下の2パターンより選択可能です。
①国内：1億円、国外：1億円
②国内：無制限、国外：1億円
※免責金額（自己負担額）はありません。

●ご契約者、補償を受けられる方等の故意によって生じた損害（その方が損害賠償責任を負担する部分）
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損害
●航空機、船舶、車両（ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。）または銃器の所有、使用ま
たは管理に起因する損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害

●借りた財物の置き忘れまたは紛失による、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償を受けら
れる方が被った損害

●第三者との損害賠償に関する特別な取り決めにより、損害賠償責任が加重された場合、その加重さ
れた部分の損害 等

保険金をお支払いしない主な場合
補償を受けられる方（被保険者本
人やそのご家族等）が、補償内容が
同様の保険契約を他にご契約され
ているときには、補償が重複するこ
とがあります。ご契約にあたっては
補償内容を十分ご確認ください。

補償の重複に関するご注意

ご参考

床上浸水または
地盤面から45cmを超える浸水

＊1 主契約の水災による損害保険金をお支払いする場合は、本特約では保険金をお支払いしません。

床下浸水または
地盤面から45cmを超えない浸水

主契約の水災補償

〇
×

特定設備水災補償特約（浸水条件なし）

－
〇

実際の事故事例

お支払保険金　約73万円

大雨により家の前の川が氾濫し、地盤面より24cmの
浸水が発生。エコキュートが全損扱いとなる。

※イラストはイメージです。

※イラストはイメージです。

※支払限度額100万円のご契約

お支払保険金　約1万円

知人宅のDVDプレイヤーを
子供が誤って落とし、破損させた。

実際の事故事例 実際の事故事例

お支払保険金　約40万円

自転車走行中に歩行者と接触しケガを負わせた。
相手方に3カ月程度の入院と手術が必要となり、治療費等の賠償責任が発生した。

宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、新潟県、静岡県、岐阜県、
愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、香川県、愛媛県、
福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

※上記のほか、政令指定都市では岡山市に
　おいて義務条例を制定済み

北海道、青森県、茨城県、富山県、和歌山県、
鳥取県、徳島県、高知県、佐賀県

努力義務

義務

都道府県

交通事故の
死傷者数
364,767人

セキスイハイム
オーナー様に
おすすめします！

第一種換気システム／エアファクトリー快適
エアリー 冷暖房・除湿室内ユニット／ウォームファクトリー

エアコン室外機

屋外用蓄電池

エコキュート

＊1

ホームページで
動画もご確認
いただけます！

11 12

商　

品　

内　

容

Ⅰ
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

Ⅱ
契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

Ⅴ
そ
の
他
該
当
す
る
場
合
に
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
こ
と

Ⅲ
契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

Ⅳ
そ
の
他
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と



建物の管理不備に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の物を壊
したりした場合の法律上の賠償費用を補償します。

例）建物の管理不備により、通行人にケガをさせてしまい、損害賠償請求された。 等

例）居住者が水道の蛇口を締め忘れた結果、階下の戸室の家財に水
ぬ

濡れ事故が発生し、階下の戸室の居住者から損害賠償請求された。　等

賃貸住宅オーナー様専用のオプション（追加の補償）もご用意!
経営リスク（賠償責任）

建物管理賠償責任補償特約

＊1 被保険者（補償を受けられる方）またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複するこ
とがあります。ご契約にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

＊2 弁護士等への委任や法律相談および弁護士等への費用の支払いに際して、事前に東京海上日動へのご連絡が必要です。
＊3 弁護士等への報酬を負担した場合は、東京海上日動が別途定める上限額の範囲内で保険金をお支払いします。対象となる費用や上限額

の詳細は、「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。
＊4 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実

質を備える状態にある方を含みます（以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。
 ※婚約とは異なります。
 ①婚姻意思＊12を有すること　　②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
＊5 これまでに一度も法律上の婚姻歴がない子をいいます。
＊6 補償する事故は主契約の補償内容に準じます。ただし、建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約で補償される事故を除きます。
＊7 自殺、犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。
＊8 原状回復費用・遺品整理等費用は、1回の事故につき100万円を限度にお支払いします。
＊9 携帯電話、ノート型パソコン、タブレット、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は受託品に含みま

せん。詳細は「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。
＊10 日常生活に起因する偶然な事故は補償対象外です。
＊11 未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。
＊12 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

賃貸住宅の入居者の方またはそのご家族等が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったとき、線
路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、または日本国内で受託した財物（受託品）＊9を壊したり盗まれてしまっ
たときの、法律上の損害賠償責任を補償します（国内外の事故を補償します。）。

入居者リスク（賠償責任）

個人賠償責任補償特約（包括契約用）＊1

火災等の事故＊6によって貸家や貸しアパート等が損害を受けた場合に、復旧までの期間に家賃に生じた損失を補償します。

経営リスク（家賃収入）

家賃収入補償特約

賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故＊7が発生した際に、家主が負担する空室期間や値引期間が発生したことによる家賃の損失、原状回
復費用・遺品整理等費用＊8を補償します。

家主費用補償特約　家賃収入補償特約を契約した場合にセットできます。

この特約は、原則「個人賠償責任補償特約（12ページ）」とあわせてご契約いただき
ます。

ご自宅からの出火により、ご近所の住宅や家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分に復旧で
きない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても修復費用の不足分を補償します。

類焼リスク

類焼損害補償特約＊1

補償の対象となる費用
以下の費用を1事故について補償を受けられる方1名あたり合計で300万円限度に保険金をお支払いします＊3。
①弁護士費用＊2　　②法律相談費用＊2
被保険者（補償を受けられる方）の範囲
①被保険者本人　　②①の配偶者＊4　　③①または②の同居の親族　　④①または②の別居の未婚の子＊5
⑤①から④以外の方で、①から④までに該当する方が自ら運転者として運転中（駐車中または停車中を除きます。）の自動車（事業用を除きます。）
または原動機付自転車の所有者およびその自動車または原動機付自転車の正規の乗車装置または正規の乗車装置のある室内に搭乗中の方

例）停車中に後方の車から追突された。信号無視で走ってきた車にぶつけられた。　等

日常生活での事故や、自動車または原動機付自転車の所有、使用、管理に起因する事故で相手方に法律上の損害賠償請求をする場合

被保険者（補償を受けられる方）の範囲
①居住用戸室に居住している者　　
②居住用戸室に居住している者の配偶者＊4
③居住用戸室に居住している者またはその配偶者＊4の別居の未婚の子
④居住用戸室を所有または管理している者で、居住用戸室に居住していない者＊10
⑤居住用戸室に居住している者が未成年者または責任無能力者である場合は、その方の親権者およびその他の法定の監督義務者等＊11
⑥②から④のいずれかの方が責任無能力者である場合は、責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等＊11
※居住用戸室を一時的に利用している方（民泊利用者や居住用戸室に泊まりに来た友人等）は被保険者に含まれません。

支払限度額（1事故あたり） 1億円

支払限度額（1事故あたり） 1億円、3億円、5億円から選択

支払対象期間（1事故あたり） 6か月間

支払対象期間（1事故あたり） 12か月間

支払限度額（1事故あたり） 国内：1億円　国外：1億円

例）火災が発生し、建物を修理する期間の家賃収入に損失が生じた。　　　　　　　　　等

例）賃貸住宅内で孤独死によって汚損が生じ、事故発生戸室において、その後入居者が見つからず空室期間が発生し家賃収入が減少した。等

※弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）は、「弁護士費用等補償特約（日常生活）」のペットネームです。

本特約の対象となる被害事故には、自動車事故も含みます。加害事故の場合、自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理
に起因した対人事故以外の日常生活における刑事事件の弁護士費用等は補償対象となりません。

費用リスク

弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）＊1

国内での事故（訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）に限り、示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

実際の事故事例

実際の事故事例

お支払保険金　約200万円

自宅から出火し、隣家（火災保険未加入）に
燃え移り、消火活動により窓ガラスが破損、
また家電が

ぬ

濡れて使用不能になった。

お支払保険金　約550万円

賃貸住宅敷地内の側溝のみぞぶたが外れて
いたために、足を踏み外してケガをした通行
人に対し、治療費と休業損害が発生した。

日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故（自動車事故を含みます。）によって、補償を受けられる
方が被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をするために弁護士費
用＊2および法律相談費用＊2を負担した場合に保険金をお支払いします。

補償の対象となる費用
以下の費用を1事故について補償を受けられる方1名あたり合計で150万円限度に保険金をお支払いします＊3。
①弁護士費用＊2　　②法律相談費用＊2
被保険者（補償を受けられる方）の範囲
①被保険者本人　　②自転車または原動機付自転車を使用または管理中の次のいずれかに該当する方
 　ア.①の配偶者＊4　　イ.①またはア.の同居の親族　　ウ.①またはア.の別居の未婚の子＊5

自動車または原動機付自転車の所有、使用、管理に起因する対人事故における刑事事件等の対応を行う場合
自動車事故のうち対人事故における刑事事件等の対応を行うために弁護士費用＊2および法律相談費用＊2を負担した場合に保険金をお
支払いします。

13 14

商　

品　

内　

容

Ⅰ
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

Ⅱ
契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

Ⅴ
そ
の
他
該
当
す
る
場
合
に
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
こ
と

Ⅲ
契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

Ⅳ
そ
の
他
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
こ
と



警戒宣言が発令された場合のご契約について
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地
震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および保険金額の増額契約（地震保険の保
険金額を増額して継続する契約をいいます。）はお引受できませんのでご注意ください。

＊1 震度6弱では、耐震性が高い鉄筋
コンクリート造建物において、
壁、梁、柱などの部材に、ひび割
れ・亀裂が入ることがあります。

保険の対象
①居住用の建物…住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
②家財……………居住用の建物内に収容される家財をいいます。ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等は

除きます。
●地震保険の保険の対象は、「住まいの保険」で保険の対象になっているものに限ります。「住まいの保険」の保険の対象が上記建物およ
び家財である場合、地震保険の保険の対象として建物または家財のいずれかのみを選択することもできます。なお、建物のみが地震
保険の保険の対象である場合、家財の損害は補償されません。また、家財のみが地震保険の保険の対象である場合、建物の損害は補償
されません。

●地震保険の保険の対象とならないもの
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手　
●自動車、バイク（総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。）　
●貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの　
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
●設備・

じゅう

什器、商品・製品　等

地震保険のお申し込み
保険金額の設定
●保険金額は次のように定めます。

『地震保険』もあわせて万一の備えを！

地震保険料控除証明書
●ご契約年に払込みいただいた地震保険料＊4に対する「地震保険料控除証明書」は、住まいの保険の保険証券に添付されます。
●紛失等により「地震保険料控除証明書」が再度必要となる場合は、31ページの「控除証明書を紛失された場合」をご参照ください。
＊4 地震保険の保険期間が1年を超える一時払契約は、払込みいただいた保険料全額を初年度の控除対象とするのではなく、一時払保

険料を保険期間の年数で割った額をその年の控除対象保険料として表示しています。

住まいの保険の保険期間の中途で地震保険のご契約を希望される場合
「住まいの保険」のご契約時に地震保険を付帯されなかった場合でも、「住まいの保険」の保険期間の中途から地震保険をご契約いただ
くことができます。ご希望の場合は、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。

＊2 地震保険の保険金額は、住まいの保険の支払限度額（保険金額）の30％～50％の範囲内で設定いただきます。ただし、原則として
　　同一敷地内ごとに建物は5,000万円＊3、家財は1,000万円が限度となります。
＊3 2世帯以上が居住するアパート等の場合は、世帯（戸室）数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。

●一定の適用条件を満たした場合、保険料の割引があります。29ページをご参照ください。

地震保険の保険金額
建物：5,000万円限度＊3　家財：1,000万円限度

住まいの保険の支払限度額（保険金額） ＝30％～50％＊2×

保険期間
●住まいの保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。

1 法律（地震保険に関する法律）に基づいて、政府と民間の損害保険会社が共同で運営
している制度です。
2 地震災害による被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
3 保険料は各社共通となっています。
4 住まいの保険にセットしてご契約いただきます。地震保険のみではご契約できません。
5 居住用建物またはその建物に収容されている家財が対象となります。
 （専用店舗・事務所などの建物は対象になりません。また、営業用じゅ う

什器・備品や商品も対象となりません。）

※地震保険は、民間損害保険会社が契約募集・損害発生時における状況の確認や保険金の支払いなどの業務を行いますが、大地震発生時には
巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任は政府と民間で負担しています。

地震保険とは

（出典）J-SHIS地震ハザードステーション
　　　防災科学技術研究所

2021年版確率的地震動予想図（確率の分布の例）
今後30年間に
震度6弱＊1以上の揺れに
見舞われる確率

実際の事故事例

お支払保険金
約500万円

テレビ・食器類・空気清浄機・洗濯機・
タンス・パソコン等が破損した
（全損）。

お支払保険金
約80万円

外壁の一部分にひび割れが生じた
（一部損）。

お支払保険金
約2,000万円

津波で床上浸水170cmとなった
（全損）。

お支払保険金
約1,500万円

建物の基礎に1m程度ずれが生じ、
建物が傾いた（全損）。

0 0.1 3

やや高い 高い

6 26 100（％）
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地震保険のお支払いについて
●保険金をお支払いする主な場合
保険の対象に地震・噴火またはこれらによる津波（以下地震等といいます。）を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって損害が起こっ
たときに保険金をお支払いします。

●お支払いする保険金
保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保
険金額の一定割合（100％、60％、30％または5％）を保険金としてお支払いします（「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震
保険損害認定基準」にしたがいます。）。

認定の基準＊1
損害の程度

家　財建　物
お支払いする保険金の額

地震保険保険金額の
100％

（時価＊3が限度）

家財全体の時価の
80％以上

家財全体の時価の
60％以上80％未満

家財全体の時価の
10％以上30％未満

建物の延床面積の
70％以上

建物の延床面積の
50％以上70％未満

全損・大半損・小半損に
至らない建物が、床上
浸水または地盤面より
45cmを超える浸水を
受け損害が生じた場合

建物の時価の
50％以上

建物の時価の
40％以上50％未満

建物の時価の
3％以上20％未満

地震保険保険金額の
60％

（時価＊3の60％が限度）

家財全体の時価の
30％以上60％未満

建物の延床面積の
20％以上50％未満

建物の時価の
20％以上40％未満

地震保険保険金額の
30％

（時価＊3の30％が限度）

地震保険保険金額の
5％

（時価＊3の5％が限度）

全　損

大半損

小半損

一部損

家
財
の
損
害
額
が

焼
失
ま
た
は
流
失
し
た
床
面
積
が

床
上
浸
水

主
要
構
造
部
＊
2
の
損
害
額
が

＊1 建物・家財の損害程度の認定方法
　　鉄骨造の場合は、建物全体の沈下・傾斜および開口部・外壁等の部分的被害の損害程度を調査し、損害認定基準表から損害割合を求
め、それらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。枠組壁工法の場合は、主要構造部の「外壁、内壁、基礎、屋根」に
着目して被害程度を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、これらを合算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
家財の場合は個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ（①食器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤寝具・衣類）に
分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・大半損・小半損・
一部損の認定を行います。詳細は「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。

＊2 建物の構造により、主要構造部の損害における着目点が異なります。主要構造部とは建築基準法施行令に掲げる構造耐力上主要な
部分をいいます。

＊3 時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をい
います。

●お支払いする保険金は、1回の地震等＊4における損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円（2022年4月現在）を超える場合、算
出された支払保険金総額に対する12兆円の割合によって削減される場合があります。
＊4 72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回とみなします。

●保険金をお支払いしない主な場合
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。
●損害の程度が一部損に至らない損害
●門・塀・垣・エレベーター・給排水設備のみに生じた損害＊5
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
●地震等の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害　　　　等
＊5 建物の主要構造部に損害がない場合には、お支払いの対象となりません。

1個または1組あたり30万円を超える
宝石や美術品等（高額貴金属等）、屋外
設備装置、設備・

じゅう

什器、商品・製品等は保
険の対象となりません。

損害保険金

損害拡大防止
費用保険金

請求権の保全・
行使手続費用
保険金

失火見舞費用
保険金

水道管凍結修
理費用保険金

地震火災費用
保険金

修理付帯費用
保険金

お支払いする保険金の概要一覧
住まいの保険普通保険約款

普通保険約款で規定する事故（火災、落雷、破裂・爆発、風災、
ひょう

雹災、雪災、水災、車両等や建物の外部からの物
体の落下・飛来・衝突等、給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水

ぬ

濡れ等、騒じょうまた
は労働争議等、盗難、破損等）＊6によって保険の対象に生じた損害に対して損害保険金＊7をお支払いします。
＊6 保険金をお支払いする事故はご契約の内容によって異なります。
＊7 損害保険金として補償される修理費には、以下の費用も含みます。
 ●損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用（残存物取片づけ費用）
 ●損害が生じた保険の対象の仮修理に必要な費用（仮修理費用）
 ●損害の範囲を確定するために必要な調査費用（損害範囲確定費用）

火災、落雷、破裂・爆発の事故が生じた場合に、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または
有益な費用（消火薬剤のつめかえ費用等）

他人に損害賠償の請求ができる場合に、その請求権の保全または行使に必要な手続きをするための費用

保険の対象から発生した火災、破裂・爆発の事故によって、近隣等第三者の所有物に損害が生じたときの第
三者への見舞費用。1事故1被災世帯あたり50万円。ただし、支払限度額（保険金額）の20％を限度とします。

水災初期費用
保険金

保険の対象が水災による損害（床上浸水、地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の
場合）を受け、保険金が支払われる場合に、当座の生活資金として1事故あたり10万円をお支払いします。

損害保険金

建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約（ワイドプラスタイプ）

建物に付属した機械設備について、電気的または機械的事故によって生じた損害に対して損害保険金をお
支払いします。1事故あたり建物の支払限度額（保険金額）を限度とします。

建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、修理したときの修理費用。1事故あたり10万円を限度とし
ます。

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で、保険の対象（建物・家財）が以下の損害を受けた場合
に、支払限度額（保険金額）の5％をお支払いします。ただし、1事故1敷地内あたり300万円を限度とします。
建物：半焼以上（20％以上の損害）
家財：家財を収容する建物が半焼以上（20％以上の損害）または家財が全焼（80％以上の損害）

●損害が生じた保険の対象を復旧するために必要なその損害の原因の調査費用（損害原因調査費用）
●損害が生じた保険の対象を再稼動するための点検や調整に必要な費用（試運転費用）
●損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用および撤去費用ならびにこれに付随
する土地の賃借費用（仮設物設置費用）
●損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対す
る割増賃金の費用（残業勤務・深夜勤務などの費用）

臨時費用
保険金

臨時費用補償特約

事故＊8によって損害保険金が支払われる場合に必要となる様々な臨時費用として、損害保険金の10％を
お支払いします。1事故あたり保険の対象（建物や家財等）ごとに支払限度額（保険金額）の10％または100
万円のいずれか低い額を限度とします。
＊8 家財等の動産の場合は「通貨等の盗難」および「破損等」による事故を除きます。

本冊子はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。

主な商品名 主要構造部の損害認定着目点構　造

パルフェ・ドマーニ・bj・パルフェbjスタイル・デシオ・
スマートパワーステーションシリーズ・クレスカーサ・
シェダン・ノースワード・ウィズハイム・レトア 等

開口部（窓・出入口）、外壁

外壁、内壁、基礎、屋根グランツーユー・ミオーレ・スマートパワーステーション 等

鉄骨造

2×6造・2×4造（枠組壁工法）
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損害賠償金

個人賠償責任補償特約および個人賠償責任補償特約（包括契約用）

損害保険金

家財補償特約

普通保険約款で規定する事故（保険金をお支払いする事故はご契約の内容によって異なります。）によって
保険の対象である家財＊1に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。また、保険証券記載の建物
内収容の生活用の通貨等・預貯金証書に生じた「盗難」による損害に対して損害保険金をお支払いします。
＊1 詳細は5ページをご確認ください。

補償を受けられる方（被保険者本人＊5やそのご家族等）が、日常生活や住宅の管理不備等で他人にケガを
させたり他人の物を壊してしまったとき、線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまったとき、
または日本国内で受託した財物（受託品）を日本国内外で壊したり盗まれてしまったときの、法律上の損害
賠償責任を補償します。
＊5 個人賠償責任補償特約（包括契約用）の場合は、賃貸住宅の入居者の方となります。

損害防止費用

請求権の保全、
行使手続費用

損害の発生および拡大防止のために必要または有益な費用

他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用

損害保険金

設備
じゅう

什器補償特約

普通保険約款で規定する事故（保険金をお支払いする事故はご契約の内容によって異なります。）によって
保険の対象である業務用設備・

じゅ う

什器等＊2に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。なお、「水災」
については床上浸水または地盤面から45cm超の浸水を被った結果、業務用設備・

じゅ う

什器等が損害を受けた
場合に限ります。また、保険証券記載の建物内収容の業務用の通貨等・預貯金証書に生じた「盗難」による
損害に対して損害保険金をお支払いします。
＊2 保険証券記載の建物内に収容される業務用設備・

じゅう

什器等をいいます。

損害保険金

商品製品補償特約

普通保険約款で規定する事故＊3（保険金をお支払いする事故はご契約の内容によって異なります。）によっ
て保険の対象である商品・製品等＊4に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。なお、「水災」に
ついては床上浸水または地盤面から45cm超の浸水を被った結果、商品・製品等が損害を受けた場合に限
ります。
＊3 「盗難・水

ぬ

濡れ等」および「破損等」による損害は、それぞれ「商品製品の盗難・水
ぬ

濡れ等補償特約」「商品製品の破
損等補償特約」をご契約いただくことにより補償の対象となります。

＊4 保険証券記載の建物内に収容される商品・製品等をいいます。

特定設備
水災補償
保険金

特定設備水災補償特約（浸水条件なし）

一定の条件に該当しない水災事故によって、「ご契約の建物に付加した」もしくは「敷地内の土地に固着・固
定された」特定の機械設備が損害を被った場合に、水災による損害の程度にかかわらず、支払限度額（保険
金額）を限度に特定設備水災補償保険金をお支払いします。ただし、普通保険約款において水災による損害
保険金をお支払いする場合を除きます。
本特約に基づき特定設備水災補償保険金をお支払いする場合、臨時費用保険金、水災初期費用保険金、修
理付帯費用保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金はお支払いしません。

その他の費用

損害賠償金

損害防止費用

請求権の保全、
行使手続費用

その他の費用

建物管理賠償責任補償特約

日本国内において被保険者（補償を受けられる方）が所有・使用または管理する施設に起因する偶然な事
故、もしくは、所有・使用または管理する施設の賃貸もしくは管理およびこれに付随する業務の遂行に起因
する偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠
償責任を負担することによって被った損害に対して、損害賠償金＊6をお支払いします。
＊6 訴訟費用または訴訟の判決日までの遅延損害金を含み、また代位取得するものがあるときはその価額を差し引
くものとします。

損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用

他人に損害賠償の請求ができる場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用

「緊急措置費用」「示談交渉費用」「協力義務費用」または「争訟費用」をお支払いする場合があります。

緊急措置費用

損害の発生および拡大防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責
任のないことが判明したときにおいて、その手段を講じたことによって必要とした費用のうち次の㋐または
㋑に該当する費用
㋐応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために必要とした費用
㋑あらかじめ東京海上日動の書面による同意を得て支出した費用

「示談交渉費用」「協力義務費用」「争訟費用」または「訴訟の判決による遅延損害金」をお支払いする場合が
あります。

類焼損害
保険金

類焼損害補償特約

ご自宅から発生した火災、破裂または爆発によって、ご近所の住宅・家財が類焼し、類焼先の火災保険で十分な
復旧ができない場合に修復費用の不足分をお支払いします（法律上の損害賠償責任の有無は問いません。）。

弁護士費用
保険金等

弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）

日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故（自動車事故を含みます。）により被保険者（補償を
受けられる方）がケガをしたり財物を壊されたりした場合の相手方への損害賠償請求のために、相手方との
交渉を弁護士等に依頼したときや事故の解決が訴訟等に及んだときに必要となる弁護士報酬や訴訟費用
等に対して、約款に基づき保険金をお支払いします（弁護士等への委任や法律相談および費用の支払いに
ついて、東京海上日動の承認が必要です。）。また、自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に
起因して対人事故を発生させた際の刑事事件にかかる弁護士費用を補償します。あわせて、法律相談費用
保険金をお支払いできる場合があります。　

家賃損害
保険金

家賃収入補償特約

火災等の事故＊7によって貸家や貸しアパート等が損害を受けた場合に、復旧までの期間に家賃に生じた損
失を保険金支払対象期間を限度にお支払いします。
＊7 補償する事故は主契約の補償内容に準じます。ただし、建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約で補償
される事故を除きます。

家賃損害
保険金

家主費用補償特約

賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故＊8が発生した際に、家主が負担する空室期間や値引期間が発生し
たことにより家賃に生じた損失をお支払いします。なお、家賃の損失については空室期間と値引期間を通算
して賃貸借契約が終了した日から12か月間を限度とします。
＊8 自殺・犯罪死または賃貸住宅の物的損害を伴う孤独死をいいます。

特定事由事故
対応費用
保険金

賃貸住宅内で孤独死等の特定事由事故＊8が発生した際に、家主が負担する原状回復費用・遺品整理等費
用＊9をお支払いします。
＊9 原状回復費用・遺品整理等費用は、1回の事故につき100万円を限度にお支払いします。
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ご契約前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。ご契約者と被保険
者（補償を受けられる方）が異なる場合は、本内容をご契約者から被保険者にご説明ください。
※「保険証券」に関する規定は、保険契約継続証を発行している場合は「保険契約継続証」、Web証券をご選択いただいた場合は東京海上日動
ホームページ上の「ご契約内容」と読み替えます。

※申込書等への署名または記名・
な　つ

捺印は、この書面（22～30ページ）の
　受領印も兼ねています。重要事項説明書

マークの
ご説明

契約概要
保険商品の内容を
ご理解いただく
ための事項

注意喚起情報
ご契約に際してご契約者に
とって不利益となる事項等、
特にご注意いただきたい事項

確認事項
該当するご契約者に
ご確認いただきたい
事項

契約締結前におけるご確認事項

住まいの保険・地震保険

Ⅰ

基本となる補償、ご契約者のお申出により任意にご契約いただける特約（オプション）等は以下のとおりです。
　　実際にご契約いただく補償内容は申込書等でご確認ください。

建物管理賠償責任補償特約

家賃収入補償特約

家主費用補償特約

類焼損害補償特約

個人賠償責任補償特約

特定設備水災補償特約
（浸水条件なし）

オプション

建物付属機械設備等
電気的・機械的事故補償特約
（ワイドプラスタイプ）

臨時費用補償特約

個人賠償責任補償特約
（包括契約用）

弁護士費用特約
（日常生活・自動車事故型）

標準セット

住まいの
保険

基本となる補償

損害保険金＊5 費用保険金

火災リスク

風災リスク

水災リスク

盗難・水
ぬ

濡れ等リスク

破損等リスク

修理付帯費用

損害拡大防止費用

請求権の保全・
行使手続費用

失火見舞費用

水道管凍結修理費用

地震火災費用

水災初期費用

地震保険 地震リスク

メディカルアシスト 介護アシスト

自動セット

＊5 損害保険金には、修理と密接に関わる費用（残存物取片づけ費
用、仮修理費用および損害範囲確定費用）を含みます。

付帯サービス

主な特約

住まいの保険をご契約いただくにあたって

※コンクリート造には、鉄筋コンクリート造や鉄骨
コンクリート造、コンクリートブロック造、れんが
造、石造を含みます。

上記フローの結果「H構造」と判定された場合で以下のいずれかに該当するときは、ご契約にあたり代理店または東京
海上日動までお申出ください。
①【外壁】が「コンクリート（ALC版、押出成形セメント板を含む）造」、「コンクリートブロック造」、「れんが造」または
「石造」である建物
②土蔵造建物

「耐火性能を有する建物＊2」「準耐火性能を有する建物＊4」または「省令準耐火建物」に該当する場合、【柱】のみで構造を判定した
場合と比べて保険料が大幅に安くなる可能性があります。特に【柱】が「木造」の場合、構造級別の判定にあたってはご注意ください。

建物は「共同住宅」ですか？「一戸建」ですか？

共同住宅（マンション・長屋造＊1・アパート等）

M構造（マンション構造） T構造（耐火構造） H構造（その他の構造）

一戸建（共同住宅以外すべて）

【柱】コンクリート造ですか？

保険料 高い安い

建築確認申請書等で、または施工者等に
ご確認ください。なお、地上4階建て以
上で地上3階以上が共同住宅である鉄
骨造建物＊3は耐火建築物になります。

＊1 長屋造にはテラスハウスを含みます。
＊2 耐火性能を有する建物には、【耐火建築物】、【耐火構造建築物】、【主要構造部が耐火構造の建物】、【主要構造部が建築基準法
施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の建物】が該当します。

＊3 特定避難時間倒壊等防止建築物を除きます。
＊4 準耐火性能を有する建物には、【準耐火建築物】、【主要構造部が準耐火構造の建物】、【主要構造部が準耐火構造と同等の準耐
火性能を有する構造の建物】、【特定避難時間倒壊等防止建築物】が該当します。

耐火性能を有する建物＊2ですか？
【耐火基準】

建築確認申請書等で、または施工者等にご確認ください。
または省令準耐火建物ですか？
住宅のパンフレット等で、または施工者等に
ご確認ください。

耐火性能を有する建物＊2・
準耐火性能を有する建物＊4ですか？

※木造や土蔵造の場合は「いいえ」に　してください。なお、「枠
組壁工法建物（ツーバイフォー等）」は「木造」と判定します。

【柱】コンクリート造・鉄骨造ですか？

保険の対象の所有者で、事故が発生した場合に保険金をお受け取りいただける方のことです。共有名義の場合には、すべての所
有者をご指定ください。個人賠償責任補償特約等をご契約される場合は、別途被保険者本人1名をご指定ください。

被保険者（補償を受けられる方）について

ご契約者住所と異なる場合は、必ずご契約者住所とは別にご指定いただきます。
建物（家財等を収容する建物を含む）の所在地について

住まいの保険は、「専用住宅」「併用住宅」を対象としています。
専用住宅…住居のみに使用する建物です。
併用住宅…住居として使用するとともに、店舗や事務所等の住居以外の用途にも使用する建物です。

用途（事業等の内容）に応じてご契約時に必ず職作業区分を選択していただきます。
※家財が常時備えられ、別荘や別宅等、一時的に住居として使用される建物は「専用住宅」、将来住居として使用する予定があり常時
住居として使用できる状態の空家は「併用住宅」となります。住居として使用する予定のない空家については、代理店または東京
海上日動までお問い合わせください。

建物（家財等を収容する建物を含む）の用途（物件種別）について

【柱】の種類、建物の性能に応じた【耐火基準】により決定します。以下のフローチャートにしたがってご確認ください。

構造級別判定フローチャート　フローチャートにしたがい　してください。

建物（家財等を収容する建物を含む）の構造級別について

1

2

3

4

い
い
え

は　い いいえ

いいえ
いいえ

【耐火基準】

前契約の満期に合わせてご契約を更新される場合にのみご確認ください。

は　い

は　い
は　い

商品の仕組み1
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⑤補償の重複に関するご注意

④主な特約

⑥建物の評価額の算出方法・支払限度額（保険金額）の設定

賠償責任リスク

建物の評価額の算出方法について
建物の評価額を算出するための基準は「再取得価額」＊13です。事故が発生した場合に、十分な補償が受けられるよう、直近の建設費等
の動向を踏まえたご契約時点の評価額を設定していただく必要があります。以下のいずれかの方法により評価額を算出します。
＊13 「再取得価額」は、保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。

個人賠償責任補償特約、建物管理賠償責任補償特約（賃貸住宅オーナー向け）、
個人賠償責任補償特約（包括契約用）（賃貸住宅オーナー向け）

①年次別指数法

建　物

弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）、臨時費用補償特約、特定設備水災補償特約（浸水条件なし）、
類焼損害補償特約、建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約＊10、
家賃収入補償特約（賃貸住宅オーナー向け）、家主費用補償特約（賃貸住宅オーナー向け）

その他のリスク

※特約の詳細については、9～14、18～20ページおよび「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。
＊10 建物付属機械設備等電気的・機械的事故補償特約は、免責金額（自己負担額）が5万円となります。

支払限度額（保険金額）の設定について
支払限度額（保険金額）は、万一の事故の際にお受け取りいただける損害保険金の上限額＊14です。事故が発生した場合に十分な補
償が受けられるようお決めください。実際にご契約いただく支払限度額（保険金額）については、申込書等でご確認ください。
＊14 残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用を除きます。

※門、塀、垣の金額や物置・車庫等の付属建物の金額は評価額に含めます。外灯等の屋外設備の金額は評価額に含めません。

建築年および建築価額が判明している場合に、建築価額に年次別指数を乗じて算出します（建築価額に土地代は
含みません。）。

評価額を支払限度額（保険金額）として設定します。＊15 ＊16
＊15 他の保険契約等をご契約されていないかを必ずご確認ください。他の保険契約等と合算した支払限度額（保

険金額）が評価額を超える場合は、超えた部分に対する保険料が無駄となる場合があります。
＊16 約定付保割合100％での引き受けとなります。約定付保割合とは、保険価額（再取得価額）における保険金

額の割合のことをいいます。

家　財

商品・製品

ご希望に応じて1口単位（1口：100万円）で支払限度額（保険金額）を設定します。（所有されている金額がご不明
な場合は下表〈家財の所有金額の目安〉をご参照ください。）。＊17 ＊18 ＊19
＊17 破損等リスクについては、別途1事故あたりの支払限度額（保険金額）を50万円で設定します。
＊18 家財または設備・

じゅう

什器の盗難事故の場合、通貨等は30万円、預貯金証書は500万円が1事故あたりの支払限
度額（保険金額）となります。

＊19 家財または設備・
じゅう

什器のうち、高額貴金属等の1事故あたりの支払限度額（保険金額）は100万円です。500万
円または1,000万円に増額することが可能な場合があります。

②新築費単価法 専有面積が判明している場合に、新築費の1平方メートル（m²）単価を面積に乗じて算出します。

③その他の方法 上記①②以外の合理的な算出方法（申込書等の評価方法には“その他”と表示されます。）。

設備・
じゅう

什器

〈家財の所有金額の目安〉
下記の所有金額を参考にして、保険金額を設定してください。

33m²未満
580万円

～66m²未満
960万円

～99m²未満
1,210万円

～132m²未満
1,580万円

132m²以上
1,930万円

面　積
家財の所有金額の目安

持ち家

以下の特約をご契約される場合で、被保険者（補償を受けられる方）またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約＊11を他にご契約
されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されま
すが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、以下の特約
の要否をご検討ください。＊12
●個人賠償責任補償特約　●個人賠償責任補償特約（包括契約用）　●弁護士費用特約（日常生活・自動車事故型）　●類焼損害補償特約
＊11 住まいの保険以外の保険契約でご契約されている特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
＊12 これらの特約を1契約のみにご契約される場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により被保険

者（補償を受けられる方）が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。

⑦保険期間および補償の開始・終了時期
保険期間は1年から5年の整数年＊20で設定してください。東京海上日動の保険責任は、始期日の午後4時（ご契約者からのお申出に
より、申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻）に始まり、満期日の午後4時に終わります。
＊20 保険の対象に商品・製品を含む場合は、保険期間は1年に限ります。

家財を保険の対象とする場合でも、以下のものは保険の対象に含まれません。
●自動車や船舶等　●設備・

じゅう

什器や商品・製品等　●データやプログラム等の無体物　●動物、植物等の生物　●クレジットカードや稿本、設計書、帳簿等　等

①保険の対象

②基本となる補償

保険の対象を
お選びください
居住用の建物＊1

商品・製品
＊4

家財
＊2 ＊3

設備・
じゅう

什器
＊2 ＊4

基本となる補償の概要および保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり（約款）」をご参照くだ
さい。また、以下の損害に対してお支払いする損害保険金以外に、事故時に発生する様々な費用について費用保険金をお支払いする
場合があります（7～8ページ、18ページをご参照ください。）。

＊1 門、塀、垣や外灯等の屋外設備装置、物置・車庫等の付属建物も保険の
対象に含みます（

よう へ き

擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物は、屋
外設備装置に含みません。）。

＊2 1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等の高額貴金属等
は1事故あたり合計100万円まで補償します。

＊3 敷地内に所在する動産である宅配ボックスおよび宅配物も保険の対象
に含みます。

＊4 併用住宅（21ページをご参照ください。）に収容される場合に限ります。 

火災
リスク

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
●ご契約者、被保険者（補償を受けられる方）、またはその同居の親族等の故意もしくは重大
な過失または法令違反によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波（以下、「地震等」といいます。）によって生じた損害（地
震火災費用保険金をお支払いする場合があります。）

●地震等によって発生した事故の延焼または拡大により生じた損害や火元の発生原因を問
わず地震等によって延焼または拡大した損害（地震火災費用保険金をお支払いする場合
があります。）
●漏電、ショート等により生じた焦げつきの損害（電気的機械的事故による損害は約定に
よって補償される場合があります。）
●風、雨、雪、

ひょう

雹、砂
じ ん

塵等の建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって生じた損害
●損害割合が30％未満であり、かつ「建物の床上浸水＊5」または「地盤面より45cmを超え
る浸水」に至らない水災によって生じた損害（特定の機械設備については、特約により補
償できる場合があります。）

●給排水設備事故に伴う水
ぬ

濡れ等の損害のうち、給排水設備自体に生じた損害
●保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた損害
●自然の消耗または劣化によって生じた損害
●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち等の単なる外観上の損傷や汚損
●屋根材＊6・樋にゆがみ、たわみ、へこみ、ひび割れ＊7、欠け、反り、浮き上がり、ずれ、波打
ち、釘浮きその他類似の事由によって生じた損害
●偶然な破損事故等によって生じた損害のうち、次のもの
●建物の増築・改築や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
●電気的または機械的事故によるもの（特約により補償できる場合があります。）
●保険の対象の置き忘れや紛失によるもの
●以下の家財や身の回り品に生じた損害
　携帯電話、ノート型パソコン、タブレット、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等

火災、落雷、破裂・爆発により
損害が生じた場合

風災
リスク

風災、
ひょう

雹災、雪災により
損害が生じた場合

水災
リスク

水災により損害が生じた場合
（床上浸水＊5、地盤面より
45cmを超える浸水、または
損害割合が30％以上の場合）

盗難・
水

ぬ

濡れ等
リスク

盗難、水
ぬ

濡れ、建物の外部から
の物体の衝突、労働争議等に
伴う破壊行為等により
損害が生じた場合

破損等
リスク

上記以外の偶然な破損事故等
により損害が生じた場合

③お支払いする損害保険金の額
お支払いする損害保険金は損害額（修理費＊8）です。ただし、破損等リスクのみ免責金額（自己負担額）が5万円となります。また、建物を保険の
対象とするご契約で、始期日時点で建物の築年数が30年以上（建築年月が不明の場合を含みます。）の場合は、風災リスク、盗難・水

ぬ

濡れ等リス
クの免責金額（自己負担額）は5万円となります。（損害保険金の額が支払限度額（保険金額）を超える場合、損害保険金の額と、修理付帯費用
保険金、損害拡大防止費用保険金、請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、支払限度額（保険金額）×2倍の額を上限とします＊9。）

建物を保険の対象とする場合のご注意
建物を保険の対象とするご契約には、「建物の復旧に関する特約」を自動的にセットします。建物に生じた損害について、損害を被った日
の翌日から起算して3年以内に、「事故発生直前の状態」に復旧した場合に限り、保険金をお支払いします。ただし、あらかじめ復旧する
ことをお約束いただき、東京海上日動が認めた場合等については、復旧前に保険金をお支払いします（損傷状況や修理内容によっては
対応できないことがあります。）。免責金額（自己負担額）を設定した場合など、修理費の全額を保険金としてお支払いできないときも
復旧が必要となりますのでご注意ください。

＊8 修理費には、修理と密接に関わる費用（残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用）を含みます。 
＊9 ただし、損害保険金から残存物取片づけ費用、仮修理費用および損害範囲確定費用の3つの費用を除いた金額は支払限度額（保険
金額）が限度となります。

＊5 床上浸水とは、居住の用に供する部分の床（畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。）を超える浸水をいいます。
＊6 屋根材とは、屋根を構成するスレート、瓦、鋼板、コンクリート等をいい、棟板金および陸屋根の防水層を含みます。
＊7 板ガラスの熱割れは補償できる場合があります。

保険の対象、基本となる補償および支払限度額（保険金額）の設定方法等2
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告知義務1

満期返れい金・契約者配当金5

保険料の決定の仕組みと払込方法等3

地震保険の取扱い4

●住まいの保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。

⑤保険期間

●地震保険の保険金額は建物、家財ごとに、住まいの保険の支払限度額（保険金額）の30％～50％の範囲でお決めください。ただし、
建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。

●2世帯以上が居住するアパート等の場合は、世帯（戸室）数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性
能に応じた「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」、「建築年割引」を適用できる場合があります（➡　　「保険料の割
引」（29ページ））。実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。

※地震保険の限度額の適用単位は「同一敷地内」ごととなります。既に他の地震保険契約があり、追加でご契約される場合は、限度額
から他の地震保険契約の保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。

※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、そのときから「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東
海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約（地震保険保険金
額を増額して継続する契約をいいます。）はお引受けできませんのでご注意ください。

⑥引受条件（保険金額の設定、保険料決定の仕組み等）

認定の基準＊2損害の
程度 建　物 家　財

お支払いする
保険金の額

地震保険保険金額の
100％

（時価が限度）

家財全体の時価の
80％以上

家財全体の時価の
60％以上80％未満

家財全体の時価の
10％以上30％未満

建物の延床面積の
70％以上

建物の延床面積の
50％以上70％未満

全損・大半損・小半損に至らな
い建物が、床上浸水または地
盤面より45cmを超える浸水
を受け損害が生じた場合

建物の時価の
50％以上

建物の時価の
40％以上50％未満

建物の時価の
3％以上20％未満

地震保険保険金額の
60％

（時価の60％が限度）

地震保険保険金額の
5％

（時価の5％が限度）

全　損

大半損

小半損

一部損

家財全体の時価の
30％以上60％未満

建物の延床面積の
20％以上50％未満

建物の時価の
20％以上40％未満

地震保険保険金額の
30％

（時価の30％が限度）

家
財
の
損
害
額
が

焼
失
ま
た
は
流
失
し
た
床
面
積
が

床
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浸
水

主
要
構
造
部
の
損
害
額
が

●損害の程度が一部損に至らない損害　●門・塀・垣・エレベーター・給排水設備のみに生じた損害　
●地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
●地震等の際における保険の対象の紛失・盗難によって生じた損害　　　　　　　　　　　　 等

④保険金をお支払いしない主な場合

契約締結時におけるご注意事項Ⅱ

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

申込書等に★や☆のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項（告知事項）ですので、正確に記載してください（東京海上日動
の代理店には、告知受領権があります。）。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご
契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「➡Ⅲ‐1 通知義務等（27ページ）」をご参照ください。

【建築年月について】
「建物完成年月」（建物の建築工事が完了した年月）をご申告ください。「建築確認年月」（住宅着工前に、行政による建築基準法令への
適合が確認された年月）を建築年月としてご申告いただくこともできますが、「建物完成年月」をご申告いただいた方が保険料が安く
なる場合がありますので、「建物完成年月」を優先的にご申告ください。

★：告知事項  ☆：告知事項かつ通知事項

★

☆

［告知事項・通知事項］

＊3 この保険契約以外にご契約されている、保険の対象を同一とする保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、
そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。

＊4 保険の対象が建物である場合のみ、告知事項となります。

他の保険契約等＊3

所在地、物件種別、職作業、耐火基準、柱（建物構造）、建物区分（一戸建住宅／共同住宅）、建築年月＊4

①商品の仕組み

②保険の対象

住まいの保険では、地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときは保険金をお支払いしません（地震火災費
用保険金をお支払いする場合があります。）。地震等による損害については、住まいの保険とあわせて地震保険をご契約いただく必要
があります（住まいの保険のご契約期間の途中でご契約いただくことも可能です。）。地震保険をご契約いただかないときは、申込書
等の「地震保険未加入時のご確認欄（地震保険確認欄）」にご署名（法人の場合はご

な　つ

捺印）が必要です。

③補償内容
地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって保険の対象について生じた損害が、「全損」、「大半損」、「小半損」または「一部損」に
該当する場合に、実際の修理費ではなく、地震保険保険金額の一定割合（100％、60％、30％または5％）を保険金としてお支払いし
ます（「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがいます（17ページ参照）。）。

③保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は保険証券記載の払込期日までに払込みください。初回保険料（一時払保険料を含みます。）の払込期日は原則として以下のと
おりです。払込方法により以下の払込猶予がありますが、この猶予期限を過ぎても保険料の払込みがないときには、保険金をお支払
いできず、ご契約を解除することがあります。

①保険料の決定の仕組み
保険料は、支払限度額（保険金額）、保険期間、免責金額（自己負担額）、建物の所在地、構造、建物区分、築年数＊1等に応じて異なります。
実際にご契約いただく保険料については、申込書等でご確認ください。異なる契約条件（保険期間等）を選択した場合の保険料の違いに
つきましては、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
＊1 ご申告いただいた「建築年月」から「保険始期年月」までの年数で判定します。なお、1年未満の端月数は切り捨てます。また、「建築年
月」のうち建築月のみが確認できない場合は、建築月を「1月」とみなして築年数を判定します。建築年が確認できない場合は、最も
高い水準の保険料を適用します。

払込猶予
払込期日の翌々月末（ご契約者の故意または重大な過失がない場合に限ります。）

初回保険料の払込期日
始期日の属する月の翌月振替日（原則26日）

払込方法
口座振替

払込期日の翌月末始期日の属する月の翌月末クレジットカード

※地震保険は「専用住宅」「併用住宅」を対象とし
ています。保険期間の途中で建物の用途を専
用店舗に変更する等、居住部分がなくなった場
合には、保険契約を解除することがあります。

※1個または1組あたり30万円を超える宝石や美術品等（高額貴金属等）、屋外設備装置、設備・
じゅう

什器、商品・製品等は保険の対象となりません。

保険の対象をお選びください
居住用の建物

②保険料の払込方法等
ご契約時の保険料は、口座振替またはクレジットカードでのお支払いとなります。ただし、「セキ
スイハイムオーナーズ保険」では、セキスイハイム各社にて管理しておりますお客様の諸費用
預かり金がある場合は、保険料相当額を充当します。
※ロ座振替やクレジットカードでの払込みの場合、始期日の属する月の翌月から請求しま
す（クレジットカードによる払込みの場合、取扱いが異なることがあります。）。

保険期間

払込方法

1年
2年～5年

分割
（年払） 一時払

―
○

○
○

※時価とは、保険の対象と同等のものを再築または新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいい
ます。
※1回の地震等における損害保険会社全社の支払保険金総額が12兆円（2022年4月現在）を超える場合、算出された支払保険金総額に
対する12兆円の割合によってお支払いする保険金は、削減される場合があります。
〈ご参考〉東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興

に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
※地震保険をセットする住まいの保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場合、建物
の支払限度額（保険金額）にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的
確・公平にお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生
した場合等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場合には、建物の主要構造部にも損害が発生している
可能性が高いため、ご契約の代理店または東京海上日動にその旨ご相談ください。

家財

＊2 認定方法については、「ご契約のしおり（約款）」をご参照ください。
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クーリングオフ（クーリングオフ説明書）2

解約されるとき2

通知義務等1

3契約手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご契約手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約の契約手続き」および「保険料の払込み」
に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては東京海上日動ホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/
　news/disaster/）をご確認ください。

4保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人あるいは「小規模法人＊5」、またはマンション管理組合である場合には、この保険は
「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、原則として80％＊6まで補償されます。
●地震保険契約はすべてのご契約が全額補償対象となります。
＊5 破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人（日本における営業所等が締結した契約に限る）が対象です。
＊6 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100％まで補償されます。

5その他契約締結に関するご注意事項
代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。

●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任
を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。

●質権を設定される場合は、特段のお申出がない限り、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者の保管とするとの合意があった
ものとして、質権者に保険証券（本紙）を送付します。

●個人契約の場合、地震保険の保険料のみ地震保険料控除の対象となり＊7、住まいの保険の保険料については保険料控除の対象と
なりません（2022年4月現在）。

＊7 地震保険料控除の対象となるのは、控除対象年の1月から12月までに払込みいただいた地震保険料です。
●申込書等を代理店または東京海上日動に送付される場合は、ご契約の始期までに到着するよう手配してください。申込書等がご契約
の始期までに代理店または東京海上日動に到着しなかった場合は、後日ご契約手続きの経緯を確認させていただくことがあります。

6事故が起こったとき
建物のご契約の場合は、復旧が必要となります（➡　　「建物を保険の対象とする場合のご注意」（23ページ））。
保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類をご提出いただく場合があります。
●建物登記簿謄本、印鑑証明、住民票等の被保険者（補償を受けられる方）または保険の対象であることを確認するための書類
●他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
●東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
なお、「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような業者が来てもす
ぐに住宅修理のサービスなどの契約はせずに、代理店または東京海上日動にご相談ください。

その他ご留意いただきたいことⅣ
1個人情報の取扱い
東京海上日動および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提
供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑤の利用・提供を行
うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な
運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険
金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して
利用すること

③東京海上日動と東京海上グループ各社または東京海上日動の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同
して利用すること

④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
詳しくは、東京海上日動ホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）をご参照ください。

2ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご契約者や被保険者（補償を受けられる方）が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上
日動はご契約を解除することができます。

●その他、約款に基づき、ご契約が取消し・無効・解除となる場合があります。

ご契約を解約される場合は、ご契約の代理店または東京海上日動までご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●契約内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法＊2で保険料を返還、または未払保険料を請求＊3することが
あります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
●返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間＊4に対して「月割」で算出した保険料を差し引い
た額よりも少なくなります。
●満期日を待たずに解約し、新たにご契約される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなること
があります。
＊2 割引を適用しているご契約を解約される場合、返還する保険料はそのご契約に適用している割引率を前提に算出します。
＊3 解約日以降に請求することがあります。
＊4 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。

契約締結後におけるご注意事項Ⅲ

［通知事項］
申込書等に☆のマークが付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動ま
でご連絡ください。ご連絡がない場合はご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
通知事項の一覧は「➡Ⅱ‐1 告知義務（P.26）」をご参照ください。
建物（または家財等を収容する建物）の構造または用途＊1を変更した場合は、通知義務の対象となります。必ずご連絡ください。

［その他ご連絡いただきたい事項］（以下の場合にもご契約内容の変更が必要となりますので、ご連絡ください。）
●以下のようなご契約内容の変更にあたっては、あらかじめご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。
●建物等を譲渡・売却する場合で、保険契約上の権利・義務を併せて譲渡する場合
●建物の増築・改築等によって保険の対象の価額が増加または減少する場合
●ご契約者の住所・メールアドレス等を変更した場合は、遅滞なくご契約の代理店または東京海上日動までご連絡ください。
＊1 保険期間の途中で建物の用途を専用店舗に変更する等、居住部分がなくなった場合や、住居として使用する予定のない空家に
なった場合は、住まいの保険をいったん解約していただき、東京海上日動よりご案内する別の保険商品へと切り替えていただく
場合があります。その場合、補償内容が住まいの保険と一部異なることがありますので予めご了承ください。

❶❷❸❹❺❻❼❽❾

保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約
のお申込み後であっても、お申込みの撤回または解
約（クーリングオフ）を行うことができます。クーリ
ングオフされた場合には、既に払込みいただいた保
険料はご契約者にお返しします。東京海上日動およ
びご契約の代理店は、クーリングオフによる損害賠
償または違約金を一切請求しません。 

※既に保険金をお支払いする事由が生じているにも
かかわらず、ご契約者がそのことを知らずにクーリ
ングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は
生じないものとします。
※ご契約者からのお申出によりご契約を解約される
場合は、始期日から解約日までの期間に相当する
保険料を日割で払込みいただくことがあります。
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下記の保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所
氏名　　　　　　　　　印
電話 自　宅　　（　　）
　　 勤務先　　（　　）
●申込日：
●保険種類：住まいの保険
●証券番号：
●ご契約の営業店：
●ご契約の代理店：

【クーリングオフの受付期間・通知方法】
お申出いただける期間は、ご契約のお申込日ま
たはこの説明書の受領日のいずれか遅い日から
その日を含めて8日以内です。東京海上日動宛
に必ず郵便（消印有効。普通便で可。）または東京
海上日動ホームページ（www.tokiomarine-
nichido.co.jp）経由（発信日有効）で通知くださ
い（ご契約を申し込まれた代理店では受け付け
ることができません。）。

【クーリングオフできない場合】
●保険期間が1年または1年に満たないご契約（保険契約の更新に関す
る特約をご契約いただいた場合を含みます。）

●営業または事業のためのご契約
●法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
●インターネット等による通信販売に関する特約により申し込まれた
ご契約

●金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契
約（保険金請求権に質権が設定されたご契約等） 等
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自動継続後のご契約

金融機関によっては5年後の自動継続時に保険料を口座振替できない場合があります。この場合、再度口座設定をいただき、翌
月に口座へご請求します。

保険料の割引1

住まいの保険　自動継続方式2
住まいの保険の保険期間を5年（払込方法は一時払または年払）でご契約される場合は、自動継続方式＊8をお選びいただけます。＊9
初回のご契約の際にお選びいただいた自動継続後のご契約の払込方法および保険期間で自動的に継続いたします。

●各ご契約の満期日までに、「ご契約者から継続しない旨のお申出」または「東京海上日動からご契約者へ継続しない旨の通知」がな
い限り、ご契約は自動的に継続されます。

●自動継続後のご契約は、保険期間、払込方法、建物の評価額・支払限度額（保険金額）を除き、原則、継続前のご契約と同等のご契約内
容で自動的に継続されます。なお、各ご契約の満期日までに事前に、自動継続後のご契約内容をご案内いたします。

●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、自動継続後の補償については継続日にお
ける内容が適用されます。この結果、自動継続後の補償内容等が変更されることや自動継続できないことがあります。

●自動継続後のご契約の保険料は、継続日時点の保険料率および割引率等を適用します。したがって、自動継続後のご契約の保険料
は、継続前のご契約の保険料と異なる場合があります。

＊8 保険契約の自動的な更新等に関する特約（住まいの保険用）がセットされたご契約の満期時に自動的に継続することをいいます。
＊9 ご契約条件により、自動継続方式をお選びいただけない場合があります。

初回のご契約（5年） 自動継続後のご契約

自動継続 自動継続

自動継続イメージ図

その他該当する場合にご確認いただきたいことⅤ

＊1 代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
＊2 住宅の品質確保の促進等に関する法律（以下、「品確法」といいます。）等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
＊3 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、
行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。

＊4 品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。

●地震保険については、保険の対象である建物（または家財を収容する建物）が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料
の写（下表に記載しています。）をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。

適用条件 ご提出いただく確認資料＊1割引種類

免震建築物
割引

（50％）

免震建築物＊2に該当
する建物であること

耐震等級＊2を有して
いる建物であること

建築年割引
（10％）

昭和56年（1981年）6
月1日以降に新築され
た建物であること

耐震診断割引
（10％）

耐震診断・耐震改修の
結果、改正建築基準法
に基づく耐震基準を満
たす建物であること

公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類＊7
例）「建物登記簿謄本」、「建築確認書」　等

①品確法に基づく登録住宅性能評価機関＊3により作成された書類＊4のうち対象
建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類＊5
例）「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術
的審査適合証」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書（耐
震等級割引の場合に限ります。）」　等

②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す
適合証明書＊5
例）フラット35Sの適合証明書　等

③長期優良住宅の認定を受けていることが確認できる書類（工事種別が新築の場
合は耐震等級割引（30％）、増築・改築の場合は耐震等級割引（10％）を適用しま
す＊６）
例）「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」　等

①耐震診断の結果により国土交通省の定める基準（平成18年国土交通省告示第
185号）に適合することを地方公共団体等が証明した書類

②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書
　例）「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」　等

耐震等級割引
等級1：10％
等級2：30％
等級3：50％

保険の内容に関するご不満・ご要望のお申出は営業室で承ります
東京海上日動火災保険株式会社
関西営業第一部営業第二室

TEL.06‐6203‐1520
ライフデザイン部東京住宅産業室

TEL.03‐5223‐3239
受付時間●平日：午前9時～午後5時（年末年始を除きます。）

東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施
基本契約を締結しています。東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。

https://www.sonpo.or.jp/

一般社団法人日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター（指定紛争解決機関）

0570‐022808〈通話料有料〉　IP電話からは03‐4332‐5241をご利用ください。
受付時間●平日：午前9時15分～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除きます。）

＊5 確認資料から耐震等級を1つに特定できない場合は、確認できる最も低い耐震等級を適用します。ただし、登録住宅性能評価機関、
適合証明検査機関または適合証明技術者に対して届け出た書類（「設計内容説明書」等）から耐震等級を1つに特定でき、本資料を
セットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。

＊6 長期優良住宅の認定を受けるために所管行政庁に届け出た書類（「設計内容説明書」等）から耐震等級を1つに特定でき、本資料を
セットでご提出いただいた場合には、その耐震等級を適用します。

＊7 「工事完了予定」「工事開始時期」等の表記で昭和56年（1981年）6月1日以降に建築されたことが分かる書類を含みます。

本冊子で用いる
用語の解説

家　　 財：次のいずれかに該当するものをいいます。
①建物内（軒下を含みます。）に収容される、生活用の家具、衣服、その他の生活に必要な動産
②敷地内に所在する動産である宅配ボックス
③敷地内に所在する動産である宅配物

設備・
じゅう

什器：建物内（軒下を含みます。）に収容される、業務用の設備、装置、
じゅう

什器や備品等の動産をいい
ます。

商品・製品：建物内（軒下を含みます。）に収容される、販売用の商品、製品やその原料、材料等の動産を
いいます。

水　
ぬ

濡　れ：給排水設備に生じた事故による水
ぬ

濡れ、または他の戸室で生じた事故による水
ぬ

濡れをいい
ます。

ご　家　族：被保険者本人の配偶者、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の
子（未婚の子とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴がない子をいいます。）をいいます。

配　偶　者：婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が
同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の
要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。）。
※婚約とは異なります。
①婚姻意思＊10を有すること
②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
＊10 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいい

ます。
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東京海上日動ホームページのご案内
www.tokiomarine-nichido.co.jp
東京海上日動のホームページでは、マイページをご用意しております。

「保険証券」（または「保険契約継続証」）に「地震保険料控除証明書」を添付してお送りします。＊3
ただし、「Web証券」を選択の場合、「ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ」に「地震保険料控除証明書」
を添付してお送りします。
ご契約の始期日によっては、年末調整・確定申告の時期までしばらく「地震保険料控除証明書」を保管して
いただく必要がありますので、誤って破棄されることのないようご注意願います。
＊3 地震保険を中途でご契約された場合は、「地震保険証券」「地震保険中途付帯証券」に「地震保険料控除
証明書」を添付してお送りします。

「Web証券」をご選択いただいたお客様は、東京海上日動ホームページ内のマイページでご契約内容をご確認いただくことになりますので、
「ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ＊2」をお送りします。大切に保管してください。
＊1 法人契約や明細型契約等一部のご契約は、「Web証券」をご選択いただけません。書面で保険証券を発行します。また、質権付契約で「Web
証券」をご選択いただいた場合、質権者様へお送りすべき保険証券については書面で発行します。

＊2 地震保険をあわせてご契約いただいた場合、ご契約年の払込み地震保険料に対する「地震保険料控除証明書」を添付します。

「ご契約のしおり（約款）」・「保険証券」の発行方法について、以下のいずれかをご選択ください。
ご契約のしおり（約款）・保険証券の発行について

地震保険料控除証明書の発行について

ご契約のしおり（約款）

保険証券

ご契約・ご継続
いただいた年

ご契約・ご継続年の翌年以降に払込みいただく保険料（長期一時払契約の場合は、一時払保険料を地震保険
期間で除した金額）について10月下旬頃に「地震保険料控除証明書ハガキ」をお送りします。

保険料控除証明書発行サービス＊4をご利用ください。
「保険料控除証明書」の電子発行や「保険料控除証明書ハガキ」の再発行依頼が可能です。

https://insurance-p-kojo.jp/akstnm/
＊4 損害保険会社共同開発のサービスです。サービス期間は10月中旬から3月中旬まで
　　を予定しております。サービス期間外はご利用いただけませんのでご了承ください。

「Web約款（ご契約のしおり（約款）を東京海上日動ホームページ上で閲覧いただく方法）」または「冊子で
の送付」

「Web証券（保険証券を発行せずにご契約内容を東京海上日動ホームページ上で閲覧いただく方法）＊1」ま
たは「書面での発行」

ご契約・ご継続いただいた
年の翌年以降（保険料払込
方法が分割払の場合等）

控除証明書を
紛失された場合

団体割引あり

※上記保険料の他、お申込口数にかかわらず、一律月額100円の制度運営費
がかかります。

このご案内は団体長期障害所得補償（団体総合生活保険）の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず『重要事項説明書』を
よくお読みください。ご不明な点がある場合には、株式会社アドバンテッジリスクマネジメントまでお問い合わせください。

最長65歳までの長期収入保障。
割安な保険料。

団体長期障害所得補償［GLTD］（団体総合生活保険）

1口（保険金1万円）あたりの月払保険料

もし、家計を支える方が病気やケガで長期に働けなくなったら？

保険料880円／月［毎月の掛金９80円（制度運営費100円含む）］

暮らしのあんしん応援クラブ（団体長期障害所得補償［GLTD］）の3つのポイント

◆脳出血で入院、その後、障害が残り働けなくなった
◆交通事故により脊椎を損傷し、働けなくなった
◆うつ病と診断され医師から休職するよう指示が出た

毎月のお給料が、
長期にわたってストップ！
医療費、ご家族の生活は…

就業障害
発生

就業障害
発生

就業障害
発生

就業障害
発生

「暮らしのあんしん応援クラブ」への
ご加入をおすすめします！

そ こ で

01
メンタルヘルス不調も対象

病気やケガのみならず、精神疾患（最長2年）
で長期間働けなくなった場合も補償対象。

02
「住宅ローン返済不安」解消の一助に

長期の住宅ローンは「病気やケガで働けなく
なったら」という不安がつきもの。その対策に。

03

毎月
保険金免責期間60日 毎月

保険金
毎月
保険金

毎月
保険金

60歳プラン
年　齢男　性

プラン名：M60
90
100
110
140
190
250
270
230
―　

70
100
130
180
240
300
300
230
―　

15～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳

女　性
プラン名：F60

65歳プラン
男　性

プラン名：M65
女　性

プラン名：F65

商品内容に関するご質問はこちら

専用フリーコール　0120‐600‐822
平日（月～金）午前10時～午後4時
取扱代理店：株式会社アドバンテッジリスクマネジネント
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社

90
100
120
150
210
300
380
420
380

70
100
130
190
270
370
430
440
340

単位：円
（団体割引20%）2022年6月時点
※保険料は変更になる可能性があります。

加入例：30歳　男性　8口（8万／月）　60歳までの補償の場合

お申込み、商品内容の詳細は
二次元コードから
アクセスください！

保険料試算も
WEBで！

WEB
申込み！

※各サービスの内容は変更・中止となる場合があります。

付帯サービスについて　すべてのご契約でご利用いただけるサービスです。

ホームページを通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。

0120‐708‐110
24時間365日受付 ●緊急医療相談　●医療機関案内　●予約制専門医相談　●がん専用相談窓口　●転院・患者移送手配

＊5被保険者（補償を受けられる方）が個人のご契約の場合にご利用いただけます。

メディカルアシスト
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

0120‐428‐834
www.kaigonw.ne.jp

●電話介護相談　●各種サービス優待紹介
平日午前9時～午後5時受付

●インターネット介護情報サービス「介護情報ネットワーク」

介護アシスト
お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

自動セット

自動セット

＊5

この商品は「セキスイハイムオーナーズ保険」とは別商品です。

病気やケガによる収入減少への備え。
住宅ローンを返済中、これから借入される方にオススメ！
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もっと便利！　いつでも安心！

セキスイハイムオーナーズ保険専用

ホームページの

ご案内

ご契約後のお問い合わせ、各種変更・ご相談はスマー　トフォンアプリ、専用ホームページをご活用ください！

パソコンのほか、スマートフォン・タブレット

からもご覧いただけます！

右記の二次元コード、もしくは下記URLの入力か

検索エンジンよりアクセスしてください。

加入中の契約を確認したい

こ ん な 時 に ご 利 用 い た だ け ま す！

「マイページ」は東京海上日動火災の個人のお客様向けのインターネットサービスです。
スマートフォン・PC・タブレットからご登録、ご利用いただけます。

ご登録方法

●契約内容
●Web証券、Web約款
●ご請求内容（口座振替）

保険金請求をしたい
事故時のご連絡ができます。

契約内容を変更したい

●メールアドレス変更・登録
●クレジットカード情報変更
●控除証明再発行受付　　等

※ご契約の商品や内容によってご利用いただけるサービスが異なります。
※マイページより事故のご連絡をされた場合は、セキスイハイムまたはセキスイファミエスにもご連絡をお願いいたします。

ご契約手続き後に届くSMS「東京海上日動マイページ登録のお願い」からでも、マイページのご登録ができます。
（送信元番号は「0120201981」または「242222」です。）

Webサイトからストアへアクセス
してアプリをインストール

※「@tmnf.jp」のドメインでメールが届きま
すのでドメイン指定をお願いいたします。

iPhoneの方 Androidの方

1 専用アプリ「マイページアプリ」をインストール

1-1 1-2
マイページアプリの
Webサイトへアクセス

2 マイページ登録

2-1

3 アプリからログイン

3-1 3-２ 3-３

2-2 2-3

※直接App StoreまたはGoogle Playから「東京海上日動マイページ」と検索してイ
ンストールすることもできます。
※App StoreはApple Inc.の商標です。Google PlayはGoogle LLCの商標です。www.tokiomarine-nichido.co.jp/app/

ご加入の保険一覧を
確認できて便利です！

https://www.sekisuihoken.co.jp/sho/

●引越したので住所変更をしたい
●証券を紛失したので再発行したい
●更新に関する相談をしたい
●商品パンフレットが見たい
●夜間や休日に問い合わせをしたい　等

――　このようなご依頼は、ホームページよりご連絡ください。　――

契約内容が一目でわかります。 下記の内容の変更ができます。

セキスイハイムオーナーズ保険

アプリを立ち上
げ「新規登録」を
タップしてくださ
い。
招待コードをお
持ちの方はご入
力ください。

利用規約に同意いただき
必要事項を入力のうえご
登録ください。

〈必要事項〉
❶氏名（カナ）
❷ID（メールアドレス）
❸パスワード
❹証券番号

本登録のご案内メー
ルが届きます。メール
記載のURLをタップ
すると、登録完了とな
ります。

登録したIDとパスワードを
入力し「ログイン」をタップ
してください。2要素認証
の確認コードを受信する
電話番号を入力のうえ発
信ください。受信した確認
コードを入力し、「確認」を
タップしてください。

ログインすると、マイペー
ジに登録いただいている
ご契約が、アプリのホー
ム画面にカードで表示さ
れます。

登録後、再度ア
プリを立ち上げ
て「ログイン」を
タップしてくださ
い。
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